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近年、私たちを取り巻く社会情勢は急速に変化しています。少子・高齢化の

進行や、国際化、高度情報化の進展など、新たな課題に直面しています。 

このような状況に対応し、活力ある登米市を築き上げるために、男女がお互

いの人権を尊重し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するこ

とができる「男女共同参画社会」の実現が求められています。 

登米市では、平成１８年３月に策定した「登米市総合計画」の施策を具現化

し、「男女共同参画社会」を実現するための基本的な考え方と具体的方向性に

ついてまとめた「男女共同参画基本計画」を策定いたしました。 

この計画は基本理念を「男女が互いに認め合い、共生するまち 登米」

とし、基本目標を定め、各種施策を展開しながら「男女共同参画社会」の実現

を、市民や関係機関の皆さま方と行政の協働により目指すものです。 

計画策定にあたっては市民応募者などから構成される「登米市男女共同参画

基本計画策定委員会」の委員の皆さまをはじめ、ご協力いただいた関係各位に

対しまして、心から感謝を申し上げます。 

 

 

平成１９年２月 

 

              登米市長 布 施 孝 尚 

 

                     

は じ め に 
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第Ⅰ章 基本的な考え方 

 

 

１１．．登登米米市市男男女女共共同同参参画画基基本本計計画画のの趣趣旨旨  

登米市は、平成１７年４月に９町が合併し誕生しました。旧町での取り組みは中田町で平

成１６年１月に「男女共同参画なかだプラン」を策定していました。また、南方町では「南

方女性委員会２１」から「男女共同参画社会の実現に向けた提言書」が提出されており、そ

れまで様々な男女共同参画社会の実現に向けての取組が行われてきました。 
しかし、性別役割分担意識などの不平等はまだまだ存在し、様々な場面で個性や能力を発

揮することを妨げる要因となっており、解決しなければならない課題は多く残されておりま

す。 
男女が互いに特性を認め、個人として尊重し合い、地域・職場・家庭等のあらゆる分野で

対等な構成員として生きがいと誇りを持ち、共に責任を分かち合える男女共同参画社会の構

築に向けて取り組むことが必要です。 
この計画は、男女共同参画社会の実現を目指し、それに向けての取組を総合的かつ計画的

に推進するために策定するものです。 
 
 

２２．．計計画画のの位位置置付付けけ  

  この計画は、国の「男女共同参画基本計画」及び宮城県の「宮城県男女共同参画基本計画」

などを踏まえ、登米市の上位計画である「登米市総合計画」に掲げる施策の方針を具現化し、

登米市の男女共同参画社会の実現に向けた総合的な計画とするものです。 
 
 

３３．．計計画画のの期期間間  

この計画の期間は、平成１９年度から平成２２年度までとします。 
ただし、社会情勢の変化などに合わせ、必要に応じて見直しを行います。 
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第Ⅰ章 基本的な考え方 

 
  

４４．．基基本本理理念念  

  日本国憲法では、「すべての国民は、個人として尊重され、また法の下に平等であって、人

権や性別、社会的身分などによって差別されない」と個人の尊重と平等の原則がうたわれて

います。 
  本計画においても、男女が性別にかかわりなくお互いの人権を尊重し、喜びも責任も分か

ち合い、その個性と能力を十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現を目指すため、基

本理念を次のように定めます。 
 

 

 
 
 
 

 

男女が互いに認め合い、共生するまち 登米
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第Ⅰ章 基本的な考え方 

 
  

５５．．基基本本体体系系  

 

   基基基本本本目目目標標標         基基基本本本方方方針針針           施施施策策策ののの方方方向向向性性性 

 

              

 

 

 

 

 

 

１．男女平等の意識改革

(1)男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 
(2)多様な選択を可能にする生涯学習機会の充実 

(1)男女共同参画の意識啓発の推進 
(2)男女間の暴力の根絶 
(3)学習会、研修会、セミナー等の開催 

２．男女平等教育の推進

 
男女が互いの人権を 
尊重し合うまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．家庭生活における

男女共同参画の推進

２．職場における男女 
共同参画の推進 

３．地域における男女 
共同参画の推進 

(1)男女の固定的な性別役割分担意識の改善 
(2)家事・育児・介護等における協力の推進 

(1)男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 
(2)コミュニティリーダーの育成・支援 
(3)男女共同参画を推進する団体等の育成・支援 

(1)女性の雇用機会の拡充と支援 
(2)男女雇用機会均等法等の周知 
(3)仕事と育児・介護の両立支援 
(4)農林業・自営業従事者の女性支援 

４．政策・方針決定過程

への女性の参画 
(1)各種審議会等への女性の参画の促進 

 
男女が共に参画する 
まちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．安心して子育てでき

る環境づくりの推進

(1)介護保険サービスの充実 
(2)介護休業制度の周知 
(3)リハビリ施設の充実と人材育成 
(4)男性の介護知識や介護技術の普及 

(1)子育て環境の整備 
(2)子育て支援体制の整備 

２．介護等への支援 

 
男女共同参画の環境を

整備するまちづくり 
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第第ⅡⅡ章章  基基本本課課題題とと施施策策のの内内容容  
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 基本目標 

１ 
 男女が互いの人権を 

尊重し合うまちづくり 
 

男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの 
意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ 
れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受 
することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。」（男女共同参画基本 
法第２条）と定められています。 
 しかし、現実は「男は仕事、女は家庭」という考えに代表されるように、

性別による固定的な考えや、社会通念・慣習が根強く残っています。また、

ドメスティック・バイオレンス※１やセクシャル・ハラスメント※２など、被

害が潜在化する傾向にあります。このようなことから、男女が社会のあら

ゆる場で、お互いの人権を尊重し、対等な立場で責任を分かち合う社会を

形成していくための意識改革を図ることが重要です。 
 
 ◆各分野での男女平等意識 

〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

        
※１ ドメスティック・バイオ

レンス（Domestic Violence） 

一般的に配偶者又はパートナー間

で受ける暴力のことで、身体に対する

暴力又はこれに準ずる心身に有害な

影響を及ぼす言動をいいます。 

 

※２ セクシャル・ハラスメン

ト（Sexual Harassment）  

相手の意に反して行われる性的嫌

がらせの事をいう。相手の意に反した

性的な言動や、身体の不必要な接触、

性的関係の強要などを行うことをい

います。

11.7

12.9

11.1

12.3

10.8

24.7

28.9

21.5

23.2

23.1

23.8

58.8

59.4

59

25.6

30.7

21.9

18.1

25.1

13.1

12.6

14.6

11.3

40.2

35.7

44.3

38.7

35.7

41.6

12.6

8.8

15.8

41.2

35.1

46.6

43.7

40.1

47.5

46.6

48.8

45.7

8.8

11.3

9.4

12.7

6.5

10

14

6.7

19.5

17.9

10.8

23.5

11.5

13.2

8.8

19.5

21.1

17.2

22

23.7

19.7

18.5

19.3

16.5

19.8

20.8

17.6

17.4

18.4

15.2

3.1

0.5

1.5

0.9

0.2

1.2

0.6

0.7

1.8

1.1

0.2

1.2

0.6

0.2

2.3

1.3

2.9

3.5

3.8

5.8

4.7

2
6.1

3.8

4.3

7.1

2

6.4

3.9

4.5

7.9

5.6

0.6

2

3.2

2.3

5.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活で　全体

　　　　　　男性

　　　　　　女性

職場で　　　全体

男性

　　　　　　女性

学校教育の場で　全体

男性

　　　　　　女性

地域社会の中で　全体

男性

　　　　　　女性

政治や政策の場で　全体

　　　　　　男性

　　　　　　女性
社会通念、慣習、

　しきたりなどで　　　全体
男性

　　　　　　女性

女性が非常に優遇されている どちらかといえば女性の方が優遇されている

男女平等になっている どちらかといえば男性の方が優遇されている

男性が非常に優遇されている 無回答

資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
  

１１．．男男女女平平等等のの意意識識改改革革  

「男は仕事、女は家庭」といった考えに代表されるように、人々の意識の中には長い時間

をかけて形作られてきた性別に基づく固定的な役割分担があります。 
平成１８年７月に実施した「男女共同参画に関する市民アンケート」（以下「市民アンケー

ト」）で質問したところ、「男は仕事、女は家庭」の肯定層が 37.9％となっています。また、

家庭内の役割分担についての質問で例を挙げると、「食事の準備」では男性の 53.2％が「主

に妻」と回答し、女性の 46.6％が「主に自分の役割」と回答しており、性別による固定観念

が存在することがわかります。 
男女が自立し、様々な場面で能力や個性を発揮できるよう、固定的な役割分担意識を解消

するため、男女共同参画の視点から啓発活動を推進します。 
 
 
 ◆「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

7

11.7

8.9

28.1

30.1

29

21.7

23.4

22.3

41.6

32.2

37.5

2.3

2.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

 
 
 

資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）
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    第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 
◆家庭内の役割分担について〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

27.6

46.6

25.1

3.5

42.3

24.8

3.8

41.6

27.6

3.8

46.6

21.3

15.2

26.5

23.8

5

38.9

22.2

4.4

36.2

10.3

17.6

8.8

14.5

13

11.7

14.3

8.3

12.7

12.8

6.7

17.6

13.9

13.2

14.7

4.4

3.5

5.2

13.6

15.8

12.2

3.8

4

5.3

4.9

6.4

3.8

7.8

10.8

5.7

5.2

7

3.8

9.2

9.9

8.8

12.5

15.2

10.6

12.1

11.1

13.1

9.6

8.2

10.9

19.8

18.7

20.8

17.1

15.2

18.8

5.5

8.2

19.5

19.6

19.7

32.2

53.2

16.5

27.5

44.4

14.7

26.6

41.2

15.6

31

50.3

16.5

13

17.5

9.7

23.6

36.3

14

25.9

43.6

12.7

15.9

26.9

7.5

9.8

16.7

4.8

4.8

6.7

7.8

12.3

4.3

6.5

9.1

4.8

22.8

22.8

23.3

27.8

28.7

27.8

25.1

25.7

25.1

21.7

21.1

22.6

27.2

27.5

27.4

24.3

26.6

23.1

16.2

17

16.1

16.2

16.4

16.5

20

19.6

20.8

30.6

29.2

32.4

18.4

20.5

17.2

38.8

40.9

38

3.7

3.8

3.4

3.4

3.2

3.4

3.5

3.8

3.2

2.8

3.5

2

4.2

3.5

4.5

6.4

6.4

6.3

24.1

21.6

26.2

17.8

17

18.6

6.8

5.3

7.9

37.7

31

43.4

6.2

5

7

9.4

11.4

6.6

11.2

13.7

7.7

11.5

13.5

8.4

11.7

14.3

8.1

11.3

13.2

8.4

12.3

13.5

10

12.7

14

10.4

23.8

25.4

21.3

22.2

24.9

18.8

14.1

16.1

11.1

21.7

24.9

18.1

13

14.9

10.2

3.5

1.2

1.8

2.6

0.3

0.5

0.1

0.2

0.8

1.2

0.5

0.1

0.2

0.9

1.2

0.7

0.1

0.3

0

1.6

1.5

1.8

0.6

0.6

0.7

3.1

2.7

3.2

3.6

3.4

2.6

2.3

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食事の準備　全体

男性

女性

食事の後片付け　全体

男性

女性

掃除　全体

男性

女性

洗濯　全体

男性

女性

ごみ出し　全体

男性

女性

日用品の買い物　全体

男性

女性

家計の管理　全体

男性

女性

育児　全体

男性

女性

子どものしつけ　全体

男性

女性

地域行事への参加　全体

男性

女性

高齢者などの介護　全体

男性

女性

近所づきあい　全体

男性

女性

主に自分の役割 主に夫 夫婦（パートナー）で協力している

主に妻 家族が協力している 該当なし

無回答

                     資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 

施策の方向性 

（１） 男女共同参画の意識啓発の推進 

職場や家庭、学校、地域などあらゆる分野での固定的な性別役割分担意識や慣行、習慣

などの見直しの呼びかけや、男女共同参画社会に関する広報・啓発を推進します。 
 

（２） 男女間の暴力の根絶 

暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではあ

りません。特に、セクシャル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスをはじめと

する暴力の根絶に向けて、人権を尊重する教育や意識の啓発を推進します。 
 

（３） 学習会、研修会、セミナーの開催 

男女がそれぞれの個性や能力を十分に尊重しあえるよう、男女共同参画意識の醸成に重

点を置いた、学習会、研修会、セミナー等の学習機会の拡充に努めます。 
   
 
 

◆「ドメスティック・バイオレンス」について 

  〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

13.6

2.3

4.1

9.9

5.8

10.2

16.3

19.8

2.8

9.6

43.8

7.7

2.3

6.7

21.1

2.6

8.5

49.4

10.6

0.9

17.4

2.9

40.5

9.3

0 10 20 30 40 50 6

暴力を受けたことがある

暴力をふるったことがある

身近に経験した人がいる

身近な人から相談を
受けたことがある

言葉や意味は知っているが
見聞きしたことはない

言葉自体知らなかった

その他

無回答

0

全体 男 女

 資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）



 

- 10 - 

    第Ⅱ章 基本課題と施策の内容  
 
  

２２．．男男女女平平等等教教育育のの推推進進  

男女共同参画社会を実現するためには、一人一人が男女共同参画についての正しい意識を

持つことが必要です。男女が共に個性や能力を発揮するために、学校、家庭、地域、職場に

おける教育・学習が果たす役割は極めて重要です。 
学校では、男女平等意識の高揚や、お互いの人権を尊重し、協力し合えるよう、指導の充

実を図ります。 
地域や家庭、職場においても、男女共同参画社会の実現のため、あらゆる分野での学習機

会の充実を図ります。また、男女の生涯にわたる学習機会を確保します。 
   

 

施策の方向性 

（１） 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

男女共同参画意識の前提となる「男女平等意識」の形成は、乳幼児期から少しずつ育く

まれていくため、教育のあり方が大きな影響を及ぼすものと考えられます。 
子どもの発育段階に応じて、男女平等や相互理解と協力を進めるための学習内容や指導

の充実を図ります。 
 

（２） 多様な選択を可能にする生涯学習機会の提供 

男女が個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に参画するための力をつけるた

め、特に女性の多様化・高度化した学習需要や情報ニーズに対応し、女性のエンパワーメ

ント※３につながる生涯学習の機会の充実を図ります。 
 
 
 
 

※３ エンパワーメント（Empowerment） 

「力をつけること」をいいます。女性が政治・経済・家庭など

のあらゆる分野で、自分で意思決定し、行動できる力をつける

ことをいいます。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 

  男女が共に参画するまちづくり ２ 

基本目標 

 

 
 男女が共に社会のあらゆる活動に参画していくため

には、仕事、家庭生活、地域生活等の活動にバランス

をとって参画できる環境づくりが重要です。 
 少子化・超高齢化が進行する中で、仕事と育児・介

護を両立できるようにすることは、男女が安心して子

どもを産み育て、家族としての責任を果たすことがで

きる社会を形成していく上でも重要です。 
 また、地域においても男女が共に責任を持ち、積極

的に地域活動に参画していくことができる環境の整備

をすることが必要です。 
 女性の政策・方針決定過程への参画についても、現

状はあまり進んでいません。積極的に女性参画を促進

し、政策や方針に反映されるような基盤整備も必要で

す。 
 
 

１１．．家家庭庭生生活活ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

家庭は男女がやすらぎ、むつみ合い、個々の尊厳と両性の平等のもとに、生活する最小の

単位です。家族を構成する男女が共に責任を担い、家事・育児・介護等で協力していくこと

が必要です。 

  「市民アンケート」によると、家事、育児、介護に１日平均どのくらい関わるか質問した

ところ、女性の「３０分未満」～「５時間以上」の合計が「家事」86.7％、「育児」27.2％、

「介護」12.4％と回答しており、男性の「関わらない」との回答は、「家事」29.8％、「育児」

14％、「介護」16.7％と高く、家庭内の役割分担からみても、女性に係る負担が非常に高く

なっています。 
  このことから、家庭生活でも、固定的な性別役割分担意識が残っていることがわかります。

家庭での負担が大きすぎることは、尊厳ある生き方や、意識までも制約し、職業を持つ女性

の負担を一層大きくするだけでなく、女性の社会への参画が進まない一因にもなっています。 
  男女が共に家庭生活とその他の活動の両立を図ることができるよう、これまでの固定的な

性別役割分担意識を見直しながら、男女が家庭の中で相互協力を進めていけるよう環境整備

を図ります。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 
◆家事、育児、介護の１日平均の関わり〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

15.1

29.8

3.4

10.3

14

7.5

12.6

9.3

11.7

21.1

4.8

8.5

4.5

7.6

12.6

14.3

11.1

5.7

7.3

4.5

3

3.2

22.2

7

34.4

5.3

5.6

5.2

13.4

21.9

3

4.8

8.7

14.5

7.3

12.2

4.3

6.4

37.9

32.5

42.5

49.4

41.5

56.1

12.1

17.3

7.5

26.6

30.1

22.9

24.7

26.9

22.2

16.7

2.3

0.5

3.9

2.9 3.6

2.9

2

0.6

0.6

0.7

0.9

2.6

1.5

2.9

1.2

1.5

2.3

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家事　全体

男性

女性

育児　全体

男性

女性

介護　全体

男性

女性

関わらない ３０分未満 ３０分～１時間未満 １時間～３時間未満

３時間～５時間未満 ５時間以上 該当する家族はいない 無回答

 資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 
施策の方向性 

（１） 男女の固定的な性別役割分担意識の改善 

家庭における男女の固定的な性別役割分担意識の改善を図り、男女の相互協力を推進し

ます。 
    

（２） 家事・育児・介護等における協力の推進 

家事・育児・介護等への男性の積極的参加を促進するため、学習機会や情報の提供等を

行います。 
 

 

２２．．職職場場ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

近年、働く女性が大幅に増え、様々な職場に女性が進出しています。 
しかし、女性を取り巻く労働環境は、男女雇用機会均等法の改正などにより徐々に改善さ

れてきてはいますが、様々な面で男女間格差が存在します。 
このような中で、職場における男女共同参画を促進するためには、雇用の場における女性

の権利の確立など労働環境の整備とともに、女性の就業意欲の向上や職業能力の向上を図る

ことが必要です。 
一方、商工自営業や農業等に従事する女性も、職場と生活の区別がしにくく、女性は二重

の負担を背負っています。このため、農業や商工自営業に従事する女性の生産技術や経営管

理能力の向上による経営への主体的参加と地域社会の経営方針決定の場への参画を推進し、

働きやすい環境づくりを積極的に進める必要があります。 
 

施策の方向性 

（１） 女性の雇用機会の拡充と支援 

女性の雇用機会を拡充するため、情報提供を行います。 
また、企業や関係機関へ男女共同参画の啓発を行います。 

 

（２） 男女雇用機会均等法等の周知 

企業などに対して、男女雇用機会均等法やその他の関連制度の周知徹底など、広報・啓

発に努めます。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 

（３） 仕事と育児・介護の両立支援 

仕事と育児・介護の両立ができるよう、育児・介護に関する各種支援制度の周知と活用

の促進を図ります。 
    

（４） 農林業・自営業従事者の女性支援 

労働時間や健康管理等を考慮した労働条件の向上と、経営能力・技術の向上を図り、経

営への参画を促進するため、関係団体等に対しての啓発に努めます。 
 
 

３３．．地地域域ににおおけけるる男男女女共共同同参参画画のの推推進進  

地域社会においては、固定的な性別役割分担意識から生じる慣習等が依然と根強く残って

います。 
町内会・コミュニティ団体などの地域活動では男性の参加率が高いものの、ＰＴＡ・子ど

も会、ボランティア活動等では女性の参加率が高くなっています。 
その一方で、実質的な活動は女性が担っているにもかかわらず、リーダーは依然として男

性が多く見られます。 
これまでの地域社会における性別の固定的な慣習を見直し、男女が共に積極的に参画でき

る環境づくりを推進していきます。 
   

施策の方向性 

（１） 男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 

地域活動に男女が共に参画することの必要性・重要性について啓発するとともに、地域

社会活動の慣行の見直しを進めます。 
 

（２） コミュニティリーダーの育成・支援 

コミュニティ意識の高揚を図るとともに、自主的な活動の中心となる女性リーダーの養

成を図り、女性の登用促進の啓発を進めます。 
 

（３） 男女共同参画を推進する団体等の育成・支援 

男女共同参画社会の実現に向けて取り組む団体を育成するとともに、既存の各種団体、

グループ、ＮＰＯ等の男女共同参画を推進する活動に対し支援を行います。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 

４４．．政政策策・・方方針針決決定定過過程程へへのの女女性性のの参参画画  

女性の政策・方針決定過程への参画は進みつつありますが、十分とは言えません。登米市

における地方自治法１８０条の５※４及び２０２条の３※５に基づく審議会等の女性の割合（平

成１８年４月１日現在）は 20.5％となっています。 
男女共同参画を進める上で、政策・方針決定過程である審議会や委員会等への女性の参画

の拡大が重要です。 
 

施策の方向性 

（１） 各種審議会等への女性の参画の促進 

政策・方針決定に女性の意見を反映させるため、市が設置する審議会等への女性の参画

の拡大に努めます。 
    
 
 

※４ 地方自治法第１８０条の５ 

                                      執行機関として法律に定めるところにより普通地方公共団

体に置かなければならない委員会及び委員。教育委員会、選挙

管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産

評価審査委員会です。 

 

※５ 地方自治法第２０２条の３ 

普通地方公共団体の執行機関の付属機関で、法律もしくはこ

れに基づく政令又は条例の定めるところにより、担任する事項

について調停、審査、審議又は調査等を行う機関をいいます。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 基本目標 

         男女共同参画の環境を ３ 

整備するまちづくり 

 

 

 少子化・超高齢化の進行、単身世帯の増加など家族や地

域を取り巻く状況は近年大きく変化しており、多様なライ

フスタイルが生まれています。しかし、育児・介護等の面

では、男性があまり関わらないことにより、悩みを抱える

女性や、それによる退職という生計に関わる問題も生じて

います。 

このようなことから育児・介護等への男女の平等な参加

と環境づくりが求められています。 

 

 
 

１１．．安安心心ししてて子子育育ててででききるる環環境境づづくくりりのの推推進進  

子育ての役割の多くが女性に集中している現状です。子育ては家族の理解と協力が必要で

す。 
「市民アンケート」では、子どもを産み育てやすくするために必要なこととして、「出産・

子育て後に再就職しやすい制度づくり」58.4％と高い割合を示しています。これは女性が出

産のためにやむをえず退職し、子育てを行っていることを表しています。 
子どもを持つ女性が、働き続けることができるようにするため、男性の家事、育児等への

参画を進めるとともに、社会全体で子育て支援していく環境づくりを進めていく必要があり

ます。 
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
               

◆子どもを産み育てやすくするために必要と思うこと 

〔回答者合計７９４ 男性３４２ 女性４４２ 性別未記入１０〕 

40.6

40.4

22.3

4.7

30.4

11.7

21.3

5.3

42.3

60.6

22.9

23.3

4.3

8.7

27

18.1

58.2

46.7

58.4

8.5

26.6

56.4

58.8

45.3

38.6

48.2

8.1

27.1

58.4

48.6

0 10 20 30 40 50 60 70

児童手当など福祉
サービスの充実

保育サービスの充実

父親や家族の理解と協力

子育て中のフレックスタイム勤務
など柔軟な勤務形態の普及

出産・子育て後に再就職
しやすい制度づくり

育児サークルなど地域の
ネットワークづくりの推進

出産や育児に対する悩み相談
などの制度充実

母子・父子家庭への支援

その他

無回答

全体 男 女

 
資料：登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施）
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第Ⅱ章 基本課題と施策の内容 

 
 

施策の方向性 

（１） 子育て環境の整備 

   様々な家族形態にも柔軟に対応できる子育て支援を推進しながら、子育てに関する相談

や情報提供などの充実を図ります。 
 

（２） 子育て支援体制の整備 

   多様化する子育てのニーズに対応するため、地域住民の自主的活動も含めた子育て支援

体制の充実を図ります。 
 
 

２２．．介介護護等等へへのの支支援援  

  日本の高齢化率は世界最高水準となっています。高齢者の介護は、家庭だけでなく地域で

も深刻な問題となっており、要介護高齢者等の数は、今後も増加が予想されます。 
  高齢者の介護・看護を家族だけで担うことは限界があり、社会全体で担う必要があります。

男性も女性も等しく介護を担うという意識を高め、介護が女性に集中しないように、社会全

体で支える体制づくりが大切です。 
 

施策の方向性 

（１） 介護保険サービスの充実 

   各種介護サービスの充実を図るとともに、介護保険制度の理解を深めるための啓発に努

めます。 
 

（２） 介護休業制度の周知 

   介護休業制度について周知を図るとともに、男女とも介護休業を取得しやすい環境づく

りに努めます。 
 

（３） リハビリ施設の充実と人材育成 

   要介護者の機能回復を図る訓練施設の充実と、介護に携わる人材の育成に努めます。 
 

（４） 男性への介護知識や介護技術の普及 

   男性を対象とした情報や、学習機会の提供に努めます。 
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第Ⅲ章 推進体制 

 
 

１１．．庁庁内内推推進進体体制制のの確確立立  

男女共同参画基本計画に関する施策は広範囲にわたります。「登米市次世代育成支援行動

計画」※６や「登米市生涯学習推進計画」※７などの他の個別計画にも「男女共同参画社会の形

成」が盛込まれており、さまざまな施策を展開する上でも、全庁的な体制で臨む必要があり

ます。このため、庁内推進体制を整備し、計画の進行管理や他の部署との連携を図り、効果

的な施策の推進に努めます。 

さらに、各施策を進めるうえで職員一人一人が男女共同参画の視点を持ち、自らが率先し

て実践していけるように、職員への啓発を行います。 

 

２２．．市市役役所所をを男男女女共共同同参参画画ののモモデデルルにに  

  登米市役所内において男女共同参画社会にふさわしい職場づくりを目指すことは、市民や

企業等へ与える影響は大きく、効果的なものと考えられます。 

次世代育成支援対策推進法に基づき策定された「登米市特定事業主行動計画」※８を推進し、

男性の育児参加のための休暇及び休業の取得促進など、職員が仕事と子育ての両立を図るこ

とができるような環境整備に努めるとともに、男女共同参画社会のモデルとしての男女が活

き活きと働ける職場づくりを推進します。 

 

３３．．市市民民・・各各種種団団体体・・企企業業等等ととのの協協働働  

男女共同参画社会を実現するためには、市民・各種団体・企業等との協働による取組を進

めていかなければなりません。登米市男女共同参画基本計画を周知していくとともに、それ

ぞれの立場で男女共同参画社会を理解し、主体的に取り組めるよう、情報の共有に努めます。 
また、相互の活動のネットワーク化を図り、地域や職場での男女共同参画社会の環境づく

りを推進します。 
 

 

 
※６ 登米市次世代育成支援行動計画 

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、次代の社会を担う子

どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるための計画。 

※７ 登米市生涯学習推進計画 

生涯学習社会（人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を

選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価されるような

社会）の実現するための計画。 

 

 

 

 ※８ 登米市特定事業主行動計画 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づき、特定事業主（地方公共団体

の長及び機関）が、職員が仕事と子育ての両立を図ることを目的と

した計画。 
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第Ⅲ章 推進体制 

 
 

４４．．関関係係機機関関ととのの連連携携  

  国では「男女共同参画基本計画（第２次）」、宮城県では「宮城県男女共同参画基本計画」

を策定し、他の自治体などでも様々な取組が進められており、国・県・近隣市町村などとの

連携は必要不可欠です。関係機関との相互協力体制の強化を図り、情報の交換や指導助言を

得ながら、各種施策を推進します。 
 
 

推進体制「イメージ」 
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第Ⅲ章 推進体制 

 
 

５５．．目目標標値値一一覧覧  

項    目 現 況 値 目標値（平成２２年度）

「男女共同参画」の具体的内容の周知
※ 

３９．８％ 
（平成１８年７月） ５０％ 

家庭生活で男女の地位が平等だと思

う人の割合※ 
２４．７％ 

（平成１８年７月） ５０％ 

職場で男女の地位が平等だと思う人

の割合※ 
２３．２％ 

（平成１８年７月） ５０％ 

地域社会の中で男女の地位が平等だ

と思う人の割合※ 
２５．６％ 

（平成１８年７月） ５０％ 

社会通念、慣習、しきたりなどで男女

の地位が平等だと思う人の割合※ 
１２．６％ 

（平成１８年７月） ５０％ 

「男は仕事、女は家庭」などの固定的

な性別役割分担意識に同意しない割

合※ 

３７．５％ 
（平成１８年７月） ５０％ 

各種審議会等委員への女性の登用率 ２０．５％ 
（平成１８年４月） ３０％ 

女性委員のいる各種審議会等の数 ６９％ 
（平成１８年４月） 

「審議会数 29 中、女性

のいる審議会数 20」 

８６％ 
 

「審議会数 29 中、女性の

いる審議会数 25」 
ドメスティック・バイオレンスを受け

たことがない人の割合※ 
９３．３％ 

（平成１８年７月） １００％ 

講座・講演会等のイベント開催 年１回 
（平成１８年１１月）

年３回 

           ※登米市男女共同参画市民アンケート（平成１８年７月実施） 
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資  料 

 
 

１．１． 計画策定の経緯  計画策定の経緯 

 
登米市男女共同参画基本計画策定委員会開催状況 

開催次 開催日 審  議  内  容 

第１回 H18. 9.21 ・ 委員長及び副委員長の選任 

・ 計画策定及びスケジュールについて 

第２回 H18.10.10 ・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容検討 

第３回 H18.11. 1 ・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容検討 
第４回 H18.11.14 ・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容検討 
第５回 H18.12. 5 ・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容精査 

 

         登米市男女共同参画基本計画検討委員会開催状況 

開催次 開催日 審  議  内  容 

第１回 H18.10.31 ・計画策定及びスケジュールについて 

・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容検討 

第２回 H19. 1.10 ・登米市男女共同参画基本計画（案）の内容検討 

 

 

 

 

 

          

                     男女共同参画基本計画策定委員会 
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資  料 

 
 

２．２． 登米市男女共同参画基本計画策定委員名簿  登米市男女共同参画基本計画策定委員名簿 

 

（五十音順） 

氏   名 所属団体等 備  考 

秋山 紀久子 公募委員  

池田 和子 公募委員  

石川 喜生子 エル・フォーラム２１会長 
推薦委員 

委員長 

小野寺 和彦 公募委員  

武田 初志 公募委員 副委員長 

橘 智法 登米市教育委員会教育委員 
推薦委員 

 

千葉 一 登米市民生委員児童委員協議会理事 
推薦委員 

 

千葉 ゆう子 登米中央商工会女性部常任委員 
推薦委員 

 

渡辺 祥音 みやぎ登米農業共同組合女性部部長 
推薦委員 
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資  料 

 
 

３．３． 登米市男女共同参画基本計画検討委員名簿  登米市男女共同参画基本計画検討委員名簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 部課名等 職  名 氏  名 

委員長 企画部 次長兼企画調整課長 及川 登志郎 

副委員長 総務部 次長兼総務課長 真山 誠喜 

委員 市民生活部 市民課長 熊谷 和夫 

委員 市民生活部 介護保険課長 高橋 靖子 

委員 市民生活部 健康推進課長 菅原 好男 

委員 福祉事務所 生活福祉課長 佐藤 賀津雄 

委員 福祉事務所 社会福祉課長 大滝 敬 

委員 福祉事務所 子育て支援室長 高橋 伸子 

委員 産業経済部 農林振興課長 鮱名 修 

委員 産業経済部 商工観光課長 河内 安雄 

委員 教育委員会 教育総務課長 志賀 尚 

委員 教育委員会 学校教育課長 鈴木 正俊 

委員 教育委員会 生涯学習課長 北條 敏夫 
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資  料 

 
 

４４．．登登米米市市男男女女共共同同参参画画基基本本計計画画策策定定委委員員会会設設置置要要綱綱 

平成18年5月24日 
告示第117号 

 
(設置) 

第1条 登米市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関する事務を円滑に推

進するため、登米市男女共同参画基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置す

る。 
 

(所掌事務) 
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 基本計画の策定に関すること。 
(2) 基本計画策定のための関係機関との連絡調整に関すること。 
(3) その他、策定のために必要な事項 
 
(組織) 

第3条 策定委員会の委員は、10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
(1) 一般公募による者 
(2) 各種関係機関・団体等が推薦する者 
(3) その他市長が必要と認める者 
 
(任期) 

第4条 委員の任期は、基本計画策定が完了するまでとする。 
 

(委員長及び副委員長) 
第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 

(会議) 
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。 
2 委員長は、必要があるときは会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
 

(検討委員会) 
第7条 策定委員会に、基本計画に係る調査・検討を行うため検討委員会を置く。 
2 検討委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 
3 委員長は、企画部企画調整課長をもって充て、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。 
4 委員は、別表に掲げる者をもって構成する。 
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(庶務) 
第8条 策定委員会の庶務は、企画部企画調整課において処理する。 
 

(その他) 
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 
 

附 則 
この告示は、平成18年5月24日から施行する。 

 
別表(第7条関係) 

職名 充当職 
市民生活部 市民課長、介護保険課長、健康推進課長 
福祉事務所 生活福祉課長、社会福祉課長、子育て支援室長 
産業経済部 農林振興課長、商工観光課長 

登米市男女共同参画基本計画検討委員 

教育委員会 教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登米市男女共同参画基本計画についてのお問い合わせ先 

登米市企画部市民活動支援課 
〒９８７－０５９５ 
宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目６番地１ 
TEL ０２２０－２２－２１７３ 
FAX ０２２０－２２－９１６４ 
E‐mail：shiminkatsudo@city.tome.miyagi.jp 
平成１９年（２００７年）２月策定 

 
 


